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○第193回国会平成29年４月25日 参・法務委

・政府参考人（小川秀樹君）
改正法案におきましては、債権は債権者が権利を行使することができることを知ったときから五年間行使しないときには

時効によって消滅するとしております。このように、権利を行使することができることを知ったときから時効期間が進行すると
いうことといたしましたのは、債権者が権利を行使することができることを知ったのであれば債権者がその権利を実際に行使
すべきことを期待することができると、こういう趣旨に基づくものでございます。
このような趣旨からいたしますと、債権者が権利を行使することができることを知ったというためには、権利行使を期待さ

れてもやむを得ない程度に権利の発生原因などを認識していることが必要であると考えられます。具体的には、権利の発
生原因についての認識のほか、権利行使の相手方である債務者を認識することが必要であると考えられます。

消滅時効の起算点について（権利を行使することができることを知った時）

1

民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）による改正後の民法（抄）
（債権等の消滅時効）
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。

２ （略）
３ （略）



消滅時効の起算点について（権利を行使することができることを知った時）

2※法務省が「民法の一部を改正する法律の概要」としてＨＰに公開している資料より抜粋。



消滅時効の起算点について（権利を行使することができることを知った時）

3※法務省が「民法の一部を改正する法律の概要」としてＨＰに公開している資料より抜粋。



【現行民法における解釈】
＜ 「コンメンタール 民法 第４版 総則 物権 債権」（我妻榮・有泉享・清水誠・田山輝明著） ＞
○ 「「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時である。権利者の一身上の

都合で権利を行使できないことや、権利行使に事実上の障害があることは影響しない。したがって、権利者が権利の存
在を知らない場合にも、原則としては、時効は進行する。」

＜「判例民法 １ 第２版 総則」（能見善久・加藤新太郎編）＞
○ 「法律上の障害がなくなった時であり、権利行使に関し事実上の障害は含まない。」「債権者が債権の存在を知らなく

ても、それは事実上の障害であり、消滅時効は進行する。」「ただ、各種債権に関し、具体的にどの時点が「権利を行使
することができる時」となるかについては問題となることが少なくない」

＜「民法講義Ⅰ 第３版 総則」（山本敬三著）＞
○ 「判例は、「権利を行使することができる時」とは、権利を行使することに対する法律上の障害がなくなった時のことである

とする。（大判昭和12年９月17日民集16巻1435頁等）」
※ 「最判昭和45年7月15日民集24巻７号771頁は、」「権利行使が現実に期待できる時」「から時効が進行するとし

ている。」「最判平成15年12月11日民集57巻11号2196頁は、」「当時の客観的状況等に照らし、その時からの権
利行使が現実に期待できないような特段の事情の存する場合についてまでも、」「支払事由発生の時をもって本件消
滅時効の起算点とする趣旨ではない」。

＜「注釈民法（５） 総則（５）」（川島武宜編）＞
○ 「判例・学説は、権利を行使する上で障碍となる事態を事実上の障碍と法律上の障碍とに分け、後者の障碍のみが

時効の進行を妨げるとしている。」「判例は、権利者の不知は、法律が特別の規定（民法126・724・966条）を置く
場合のほか、消滅時効の進行を妨げない、とする（大判大正6年11月14日民録23輯1965頁）。その根拠は、形
式的には、権利者の不知によって特別の規定がある以上、それ以外の場合には、権利者の知・不知と時効の起算点と
は無関係だ、とというのであり」「権利者の不知が時効の進行を妨げないことについては学説にも異論はない。」「事実上
の障碍に対して、法律上の障碍というのは、権利そのものの性質上権利に内在する障碍をいうものとされる。」

消滅時効の起算点について（権利を行使することができる時）

4

民法（明治29年法律第89号） 抄
（消滅時効の進行等）
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
２ 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得

時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

※「コンメンタール 民法 第４版 総則 物権 債権」（我妻榮・有泉享・清水誠・田山輝明著）、 「判例民法 １ 第２版 総則」（能見善久・加藤新太郎
編）、 「民法講義Ⅰ 第３版 総則」（山本敬三著）、 「注釈民法（５）総則（５）」（川島武宜編）をもとに労働基準局労働条件政策課にて作成。



5

年次有給休暇について
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病気や急な用事のために残しておく

必要があるから

休むと職場の他の人に迷惑になるから

仕事量が多すぎて休んでいる余裕が

ないから

休みの間仕事を引き継いでくれる人が

いないから

職場の周囲の人がとらないので年休が

取りにくいから

上司がいい顔しないから

勤務評価等への影響が心配だから

交通費や宿泊費、レジャーなどに

お金がかかるから

交通機関や宿泊施設、レジャー

施設などが混雑するから

現在の休暇日数で十分だから

休むと仕事から取り残されるような

気がするから

配偶者や友人と休みの時期が

合わないから

休んでもすることがないから

子どもの学校や部活動のため、

休みの時間が合わないから

そう思う どちらかといえばそう思う どちらとも言えない

どちらかといえばそう思わない そう思わない 無回答

年次有給休暇を取り残す理由
【正社員調査】 【非正社員調査】 (N=845)(N=2003)

※労働政策研究・研修機構「年次有給休暇の取得に関する調査」（2011年）をもと
に、厚生労働省労働基準局労働条件政策課にて作成。

「労働基準法39条により、正社員でなくとも年次有給
休暇が付与されることを知っていたか」尋ねた結果、非正
社員（契約社員・嘱託社員、パート・アルバイト、派遣
社員）の72.6％が「知っていた」と回答している。

○ 年休取得日数（平均） 正社員調査：8.1日 非正社員調査：8.3日
○ 年休取得率（平均） 正社員調査：51.6％ 非正社員調査：73.0％



（参考）改正民法等の適用に関する経過措置

附則
（時効に関する経過措置）
第10条 施行日前に債権が生じた場合（施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前
にされたときを含む。以下同じ。）におけるその債権の消滅時効の援用については、新法第百四十五条の規定にかかわらず、
なお従前の例による。

２（略）
３（略）
４ 施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。

民法の一部を改正する法律（平成29年法律第44号）（抄）

6

（国民年金法の一部改正に伴う経過措置）
第183条 施行日前に前条の規定による改正前の国民年金法（以下この項において「旧国民年金法」という。）第百一条
第三項（旧国民年金法第百三十八条及び附則第九条の三の二第六項において準用する場合を含む。）又は第百二条
第五項（旧国民年金法第百三十八条において準用する場合を含む。）に規定する時効の中断の事由が生じた場合にお
けるその事由の効力については、なお従前の例による。

２ 施行日前に年金給付を受ける権利（当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給
を受ける権利を含む。）が生じた場合におけるこれらの権利の消滅時効の期間については、前条の規定による改正後の国民
年金法（以下この項において「新国民年金法」という。）第百二条第一項（新国民年金法第百三十八条において準用す
る場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
（平成29年法律第45号）（抄）


